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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの透過部と非透過部を設けた透過性基板、あるいは、少なくとも１つの
透過部と半透過部と非透過部を設けた透過性基板、あるいは、少なくとも１つの透過部と
半透過部を設けた透過性基板の下面側に、少なくとも一方の表面に凹凸状の模様を設けた
反射型偏光板を有し、前記透過性基板と前記反射型偏光板の間に空気層を設けたことを特
徴とする表示板。
【請求項２】
　前記透過部は表示板の有効表示領域において均等な間隔を有して分布していることを特
徴とする請求項１に記載の表示板。
【請求項３】
　前記透過部と非透過部、あるいは、透過部と半透過部と非透過部、あるいは、透過部と
半透過部は前記透過性基板の上面又は下面に設けられていることを特徴とする請求項１又
は２に記載の表示板。
【請求項４】
　前記非透過部と半透過部には少なくとも金属膜又は塗料膜のいずれかが設けられている
ことを特徴とする請求項１又は３に記載の表示板。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、表示板に関し、特に、ソーラーセルやエレクトロルミネッセンスなどを備え
て用いられる表示板に関する。また、その表示板を用いた時計に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ソーラーセルを組み込んだ時計の表示板には光の透過性を必要とすることから多
くはプラスチック材料が用いられてきた。プラスチックは加工も容易で種々の装飾を施す
こともでき、しかも、コストが安くできると云うメリットがある。しかしながら、プラス
チックの表示板は金属感が現れないと云う欠点がある。
【０００３】
　金属感を出現させるために、従来から様々な工夫が行われてきている。下記の特許文献
１に記載された技術もその一つで、以下図をもって従来技術を説明する。
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－２８６８６６号公報
【０００５】
　図１１は上記特許文献１に記載された文字板の要部拡大断面図である。特許文献１によ
れば、文字板の下面１ａには模様状に形成された凹凸部を有し、凹部１ｃは鏡面に仕上げ
られていてこの凹部１ｃに反射膜２を設けている。凸部１ｄは透過部になっていてこの凸
部１ｄからソーラーセルに光を入射させる構成をなしている。また、反射膜２は金属蒸着
膜などで構成するものである。
【０００６】
　このような構成を取ることによって、金属光沢面が得られ、光沢有る金属色調の現れた
文字板が得られたとされている。また、金属光沢が現れることによって透過部である凸部
１ｄの幅ｔは１２０μｍまで広げても透過部は視認できないとされている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１に記載の文字板は、金属光沢が強く現れるために落着感に欠
け、高級感にも欠けると云う問題を有する。
【０００８】
　本発明は、上記の課題に鑑みてなされたもので、ソーラーセルの濃紫色が視認されない
ようにし、表示板に形成された模様の視認性と高級感の向上を図ると共に、デザインバリ
エーションの拡大が図れる表示板、及びそれを用いた時計を得ることを目的とするもので
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は上記課題を解決するために成されたもので、解決する手段として、本発明の請
求項１に記載の表示板の特徴は、少なくとも１つの透過部と非透過部を設けた透過性基板
、あるいは、少なくとも１つの透過部と半透過部と非透過部を設けた透過性基板、あるい
は、少なくとも１つの透過部と半透過部を設けた透過性基板の下面側に、少なくとも一方
の表面に凹凸状の模様を設けた反射型偏光板を有し、前記透過性基板と前記反射型偏光板
の間に空気層を設けたことを特徴とするものである。
 
【００１０】
　また、本発明の請求項２に記載の表示板の特徴は、前記透過部は表示板の有効表示領域
において均等な間隔を有して分布していることを特徴とするものである。
【００１１】
　また、本発明の請求項３に記載の表示板の特徴は、前記透過部と非透過部、あるいは、
透過部と半透過部と非透過部、あるいは、透過部と半透過部は前記透過性基板の上面又は
下面に設けられていることを特徴とするものである。
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【００１２】
　また、本発明の請求項４に記載の表示板の特徴は、前記非透過部と半透過部には少なく
とも金属膜又は塗料膜のいずれかが設けられていることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、以下の発明効果が得られる。本発明の表示板は、少なくとも１つの透
過部と非透過部を設けた透過性基板、あるいは、少なくとも１つの透過部と半透過部と非
透過部を設けた透過性基板、あるいは、少なくとも１つの透過部と半透過部を設けた透過
性基板と、該透過性基板の下面側に少なくとも１つの反射型偏光板を有する。反射型偏光
板は約５０％の透過率、約５０％の反射率を有するもので、透過性基板の透過部を透過し
た光は、その内の約５０％が反射型偏光板を透過して表示板の下面側に配設されるソーラ
ーセルに入射する。残りの約５０％の光は反射型偏光板から反射される。また、ソーラー
セルからの反射光は約５０％が反射型偏光板を透過し、約５０％が反射型偏光板から反射
される。反射型偏光板を透過した約５０％のソーラーセルの反射光は透過性基板に入射す
るが、例えば、透過性基板を透過部と非透過部で構成した場合は、その入射した光の内で
透過性基板から出射する光は透過部を透過する光のみで、透過部の面積によって透過性基
板から出射する光量は制限される。透過部の総面積が有効表示領域において５０％である
とすると、透過性基板から出射するソーラーセルの反射光量は約２５％と非常に少なくな
る。ソーラーセルの反射光は独特の濃紫色を持つが、透過性基板から出射するソーラーセ
ルの反射光量が少なくなることによって濃紫色が和らげられる。
【００２０】
　また、透過性基板を透過部と半透過部と非透過部で構成しても、あるいは、透過部と半
透過部で構成しても、その透過性基板の透過率を管理することにより透過性基板から出射
するソーラーセルの反射光量は少なくなり、濃紫色は和らげられる。
【００２１】
　また、表示板に半透過部を設けることにより、透過部、非透過部、半透過部との色彩の
違いや模様の違いなど、あるいは、非透過部と半透過部に段差を付けたりすると立体感な
どが現れてきて装飾性を高め効果、装飾バリエーションを増やす効果などが得られる。
【００２２】
　また、反射型偏光板は約５０％の光を反射することから、この反射光により表示板が明
るくなる。
【００２３】
　更に、反射型偏光板に凹凸状の模様を設けることによって、反射型偏光板を透過したソ
ーラーセルの反射光は凹凸によって分散・拡散を起こす。また、凹凸によって反射型偏光
板から直接反射される外光も拡散するので白色光に変わる。これにより、表示板が更に明
るくなる効果を得る。また一方においては、ソーラーセルからの濃紫色を呈する反射光は
拡散されて濃紫色は消し去られてしまい、視認されなくなる。
【００２４】
　一方、透過性基板の非透過部や半透過部を金属膜で形成すれば金属色が現れ、塗料膜で
形成すれば塗料膜の色調が現れる。そして、非透過部や半透過部に凹凸状の模様を設けれ
ば、そこから反射される反射光は拡散を起こして艶消しされ、艶消しされた落着感のする
金属色や塗料色が得られる。と同時に、例えば、非透過部や半透過部を白色系金属膜で形
成した場合には反射型偏光板からの反射光で透過部が照射され、より明るい白色模様及び
金属模様が見えるようになる。
【００２５】
　また、非透過部や半透過部の凹凸状の模様や反射型偏光板の凹凸状の模様はサークル模
様、渦巻模様、ストライプ模様、放射目模様、梨地模様、格子模様、幾何学模様などで形
成する。これらの模様は落着感を感じさせる模様であり、また、加工方法が容易である。
表示板に適用するに好適な模様と云える。
【００２６】
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　また、透過性基板の透過部は有効表示領域において均等な間隔で分布する。これにより
、ソーラーセルの発電効率を高める効果を生む。また、エレクトロルミネッセンスからの
照明される明るさを均一にする効果を生む。
【００２７】
　また、透過性基板に金属膜、塗料膜、インキ膜、貝、貴石などの石類、和紙などの紙類
、ホログラムなどの少なくとも１種から形成した装飾を設けることによって装飾性を高め
ることができる。表示板に金属感が現れて、更にその上に様々な装飾が施されると装飾性
の高い表示板が得られる。
【００２８】
　このような表示板をソーラーセル用の表示板に用いると、ソーラーセルの濃紫色は殆ど
視認されなくなり、表示板全体に艶消しされた金属色などが現れるので、落ち着きのある
高級感を感じさせる時計が得られるようになる。また、透過性基板に設けた装飾によって
装飾性も高められ、装飾バリエーションを増やすことができる。
【００２９】
　同様に、エレクトロルミネッセンス用の表示板に用いると、透過性基板の透過部は一見
した状態では殆ど目立つことなく、表示板全体に艶消しされた金属色などが現れるので、
エレクトロルミネッセンスの非点灯時にはエレクトロルミネッセンスの存在が殆ど視認す
ることが出来ない。また、エレクトロルミネッセンス点灯時には均一な照明からの明るさ
の基で落ち着きのある表示板を照明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下、本発明を実施するための最良の形態（以降、実施形態と云う）を図１～図３を用
いて説明する。尚、図１は本発明の実施形態に係る表示板の平面図と要部断面図で、図１
の（ａ）は平面図、図１の（ｂ）は要部断面図を示している。また、図２は図１における
透過性基板の下面側から見た部分拡大斜視図、図３は図１における反射型偏光板の作用を
説明する説明図を示している。
【００３１】
　本実施形態で説明する表示板はソーラーセル上に配設する時計用の表示板であるが、構
成的には時計用の表示板に拘わらず、ソーラーセルやバックライト上に配設して用いる時
計以外の表示板でも共通して適用できるものである。本実施形態の表示板１０は、図１に
示すように、外周が丸く、中心部に中心穴１０ａが設けられている。この中心穴１０ａは
時計の時針、分針などの指針の取付穴になっている。外周から少し内側に入った円形の２
点鎖線の円Ａは有効表示領域を示している。また、これはソーラーセルと重なり合ってい
る円でもある。この円の内側が視認側から表示が視認される領域で、且つ、発電機能が働
く領域にもなっている。
【００３２】
　表示板１０は透過性基板１１と反射型偏光板１５を積層して外周領域部を接着剤１８で
もって貼付けて一体にしたものから構成している。そして、透過性基板１１と反射型偏光
板１５との間に僅かな隙間（空気層）を設けている。尚、本実施形態の表示板１０は接着
剤１８を介して接着固定しているが、図示はしていないが時計の中枠などの固定部材で透
過性基板１１と反射型偏光板１５とを重ね合わせて双方動かないようにした構成を取って
も良いものである。この表示板１０は一点鎖線で示したソーラーセル９の上部に配置して
用いられる。
【００３３】
　透過性基板１１は、透明なプラスチックからなっており、上面１１ｂは平滑面をなして
いる。また、下面１１ｃには凹部と凸部からなる凹凸部１１ｄを設けている。この凹凸部
１１ｄの中で、凸部は透過部１２を形成しており、凹部は金属膜が凹部の表面に設けられ
て、金属膜による非透過部１３を形成している。この透過部１２と非透過部１３は、図２
に示すように、格子状の模様をなしており、透過部１２は同一間隔を持って複数設けられ
ている。
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【００３４】
　透過部１２は外から光を採光してソーラーセル９に光を供給するために設けている。従
って、所要の透過率が得られる面積を持って形成しており、本実施形態においては、開口
率（有効表示領域の面積に対して透過部１２の総面積を云う）は４０～５０％の範囲内で
設けている。また、透過部１２の大きさは、特に厳しく制限するものではなく、目に視認
される大きさであっても何ら構わないものである。この透過部１２は有効表示領域におい
て均等な間隔をなした格子模様状に設けおり、均等な間隔に設けることで発電効率を高め
る効果を得る。尚、この透過部１２は格子模様状の他にサークル模様状、ストライプ模様
状、放射目模様状などの筋目状の模様をなした模様状に設けても構わない。また、この透
過部１２は丸形状や三角形状、幾何学的な形状などで形成しても構わない。
【００３５】
　また、図示はしていないが、凹部の表面には微小な凹凸状の模様を設けてある。この凹
凸の表面上に金属膜を設けて非透過部１３を形成している。従って、この非透過部１３か
ら反射される反射光は拡散した反射光が現れ、艶消しされた金属色調を現れる。微小な凹
凸状の模様としては梨地模様や筋目状に設けたサークル模様、渦巻模様、ストライプ模様
、放射目模様などが好適で、本実施形態においては、梨地模様を設けている。この梨地模
様はサンドブラスト法やホーニング法などによって形成することができ、用いる砂粒子や
ガラス粒子の大きさによって梨地目の粗さなどを適宜に設定することができる。梨地目の
粗さが大きい（粗い）と光の拡散度合いが著しくなり金属色調は非常に薄くなってくる。
一方、梨地目の粗さが小さい（細かい）と拡散度合いは少なくなり金属色調が現れるよう
になる。梨地目の粗さは外観仕様などに応じて適宜に設定すると良い。尚、筋目状の模様
を設けても同様なことが云え、筋目の粗さ、細かさによって金属色調の出現の仕方が異な
ってくる。
【００３６】
　非透過部１３の金属膜は、本実施形態においては、白色系の金属色調を現出させる目的
でＡｌ金属を光が殆ど透過しない１０００～１５００Åの厚みで形成している。真空蒸着
法やスパッタリング法、イオンプレーティング法などによって形成することができる。ま
た、金属膜はＡｌ金属に限るものではなく、例えば、白色系の色調を出す場合には他にＡ
ｇ、Ｒｈ、Ｃｒ、Ｐｔ、Ｐｄなどの金属を用いることができる。また、金色系の色調を出
す場合にはＡｕの他にＣｕなどの金属を用いることができる。これらの金属は求められる
仕様に応じて選択すると良い。また、非透過部１３は金属膜に限るものではなく、塗料膜
で形成しても構わない。
【００３７】
　透過性基板１１の下面１１ｃの全面に金属膜を設けた後に、透過部１２の部分を研削加
工にて金属膜を除去することによって透過部１２と非透過部１３が設けられた透過性基板
１１が得られる。
【００３８】
　この透過性基板１１の材料としてプラスチック、ガラス、セラミックなどが選択できる
が、コスト面や加工面から見るとプラスチックが好適で、特に、耐熱性、耐湿性、耐衝撃
性、耐薬品性、耐光性などに優れた樹脂が好ましく、このような樹脂としてはポリカーボ
ネイト樹脂、ポリイミド樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポリアセタール
樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリエチレンテレフタレート樹脂、アクリル樹脂などの樹脂を
挙げることができる。本実施形態においては、ポリカーボネイト樹脂を用いて０．３～０
．５ｍｍの厚みに射出成形方法で形成している。また、下面１１ｃの凹凸部１１ｄと凹部
の梨地模様は金型からの転写方法によって形成している。
【００３９】
　次に、反射型偏光板１５は、図３に示すように、反射軸Ｎと反射軸Ｎに直交して透過容
易軸Ｍを持つ偏光板で、反射軸Ｎに平行な振動面を持つ直線偏光成分は反射し、透過容易
軸Ｍに平行な振動面を持つ直線偏光成分は透過する特性を持っている。約５０％の光を透
過し、約５０％の光を反射する。本実施形態では、住友３Ｍ社製の商品名ＤＢＥＦ－Ｅ、
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厚み１６０μｍのものを用いている。この反射型偏光板１５は厚み１６０～４００μｍ程
度のものが各種市販されており、必要に応じて選択可能である。この反射型偏光板１５は
ソーラーセル９からの反射光の表示板１０への透過率を下げるために設けている。表示板
１０から出射するソーラーセル９からの反射光量を下げて、ソーラーセル９の濃紫色を和
らげる効果を生む。尚、本実施形態で用いた住友３Ｍ社製の商品名ＤＢＥＦは反射光にシ
ルバーの色調が得られるものとゴールドの色調が得られるものがある。
【００４０】
　更に、反射型偏光板１５の上面１５ｂ（透過性基板１１と対面している面）には微小な
凹凸状の模様を設けている。この微小な凹凸状の模様はソーラーセル９からの反射光で、
反射型偏光板１５を透過する光を拡散してソーラーセル９の濃紫色を消し去るために設け
ている。凹凸状の模様を設けると光が拡散して出射するので反射型偏光板１５に白色色調
が現れてくるようになる。反射型偏光板１５にシルバー反射光が得られるものを使用する
と白色系金属色を伴った白色色調が得られ、ゴールド反射光が得られるものを使用すると
薄い金金属色を伴った白色色調が得られる。本実施形態においては、透過性基板１１の非
透過部１３の金属膜の色調に合わせてシルバー反射光が得られる反射型偏光板を使用して
いる。微小な凹凸模様としては梨地状に設けた梨地模様や筋目状に設けたサークル模様、
渦巻模様、ストライプ模様、放射目模様などが好適な模様として挙げることができる。ま
た、光分散作用をなすピアジカット模様などの幾何学模様なども挙げることができる。
本実施形態においては、透過性基板１１の非透過部１３の模様と同じ模様である梨地模様
を設けている。
【００４１】
　また、反射型偏光板１５と透過性基板１１とに僅かな隙間を設けている。隙間なる空気
層があることにより反射型偏光板１５の凹凸模様で光が分散・拡散する。反射型偏光板１
５の凹凸模様を透過性基板１１の非透過部１３の凹凸模様と同じ模様で仕上げ、反射型偏
光板１５に僅かな白色金属色感も現れることから、透過性基板１１の非透過部１３を白色
系金属色調に仕上げると、透過性基板１１と反射型偏光板１５が重なり合うと全体的に同
一模様をなして白色系の艶消しされた金属感が現れてくる。このことにより、落着感を持
った金属色調が現れた表示板が得られる。また、透過部１２の大きさが目に視認できる大
きさであると透過部１２の形状輪郭が模様として視認されるようになってきて、装飾性も
増してくる。尚、反射型偏光板１５の凹凸模様は、透過性基板１１の非透過部１３の凹凸
模様と同一模様に限定するものではなく、異なった模様であっても良く、装飾仕様に応じ
て適宜に選択するのが好ましい。
【００４２】
　反射型偏光板１５の梨地模様は凹凸の大きさによって白色感を調整することができる。
例えば、凹凸の粗さが、サンドペーパの粗さを表示する＃１８０番以上であると金属色感
と白色感が半々に混ざり合った色感が得られ、＃４００番で白さの中に少し金属色が疎ら
現れて綺麗な白色感が得られる。更に、凹凸の大きさを細かくすることに従って白色感の
効果が顕著になる。但し、＃２０００番を越えると模様が転写されずに白色感よりも金属
色感に曇りが生じたように視認される。また、＃１２０番では白色感よりも金属色感が強
く現れてくる。従って、白色感を得るためには凹凸の大きさを＃１８０番から＃２０００
番の粗さの範囲に設定するのが好ましい。
【００４３】
　これは、梨地模様に限らず筋目なるサークル模様や渦巻模様、放射目模様、ストライプ
模様などでも同じ状態が現れる。筋目なる凹凸の深さによって作用される。この筋目なる
模様は目付装置とワイヤーブラシを用いて筋目の目付を行うことができ、また、筋目の目
付を施した型を用いてホットプレス方法で形成することもできる。また、シルバー反射光
が得られる反射型偏光板を用いると白色系金属色感と白色感が混ざり合った色感が得られ
るようになり、ゴールド反射光が得られる反射型偏光板を用いると薄い金金属色感と白色
感が混ざり合った色感が得られるようになる。
【００４４】
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　このように、反射型偏光板１５に凹凸状の模様を設けると、厚みの薄い偏光板でありな
がら透過光を５０％に半減し、且つ、透過光を拡散させるのでソーラーセルの濃紫色を消
し去る効果を生む。また、反射型偏光板１５に凹凸状の様々な模様を形成しても透過率や
反射率は余り変わらない。
【００４５】
　以上の構成をなした表示板１０は、本実施形態では、透過性基板１１の透過部１２の開
口率（全体面積に対する透過部１２の総面積）４０～５０％、反射型偏光板１５の透過率
約５０％によって２０～２５％の光透過率が得られる。近年のソーラーセルは発電効率も
良くなり、１０ｍｍ角四方の大きさで１５％の透過率が得られれば満足する発電量が得ら
れるものが現れている。従って、ソーラーセル９の発電機能を十分に満たす透過率を得る
ことができる。
【００４６】
　また、ソーラーセル９からの濃紫色を持った反射光は、反射型偏光板１５で半分の光量
に減り、更に、透過性基板１１の透過部１２を透過して出射する光量は２０～２５％の光
量に減る。また、濃紫色を持った反射光は反射型偏光板１５の梨地模様なる凹凸で拡散さ
れ、拡散光となって透過性基板１１を透過する。また、透過性基板１１の非透過部１３か
らの直接反射光や反射型偏光板１５からの直接反射光は梨地模様なる凹凸によって拡散反
射光となって表示板１０から出射する。従って、ソーラーセルからの拡散反射光は非透過
部１３や反射型偏光板１５からの拡散反射光と混ざり合って表示板１０から出射する。こ
のため、ソーラーセルの濃紫色は消し去られてしまい、殆ど視認されなくなる。
【００４７】
　そして、透過性基板１１の非透過部１３や反射型偏光板１５からの拡散反射光量が多い
ために表示板１０が明るくなり、艶消しされた非透過部１３の金属色調に鮮明さと落着感
が現れてくる。
【００４８】
　尚、透過性基板１１の上面１１ｂに装飾を施すことも可能である。装飾には乾式メッキ
による金属膜、印刷によるインキ膜、貝、貴石などの石類、和紙などの紙類、ホログラム
など様々な装飾部材を用いることができる。これらの装飾によって表示板に装飾性が高め
られる。また、これらの装飾部材と非透過部１３の金属膜とに立体感なども現れて表示板
に装飾の立体感も現れてくる。
【００４９】
　また、本実施形態の透過性基板１１は下面に透過部１２と非透過部１３を設けたもので
構成したが、更に、半透過部を加えて透過部と非透過部と半透過部の３つで表示板を構成
することもできる。非透過部と半透過部で色彩の違いなどを出すこともでき、装飾のバリ
エーションを増やすことができる。また、透過部と半透過部で表示板を構成することも可
能で、ソーラーセルの濃紫色を殆ど視認されることなく半透過部の色彩を鮮やかに現出で
きるようになる。
【００５０】
　また、本実施形態では、ソーラーセルを備えた表示板で説明を行ったが、本発明の表示
板はエレクトロルミネッセンス（以降、ＥＬと呼ぶ）を備えた表示板として使用すること
もできる。ＥＬの発光した光が表示板の透過部を透過して表示板を明るく照明する。また
、ＥＬは薄い黄緑色色調をなしているので昼間の明るい所でも殆どＥＬ自体は視認されな
い。
【実施例１】
【００５１】
　以下、実施例を挙げる中で本発明の更に詳しい内容を説明する。尚、実施例は全て時計
用の表示板で説明するものであるが、これは、時計に拘わらず他の機器の表示板や銘板な
どの表示板にも共通して適用できるものである。最初に、実施例１に係る表示板について
図４～図６を用いて説明する。ここで、図４は本発明の実施例１に係る表示板を用いた時
計の要部断面図を示している。図５は図４における表示板の平面図と要部断面図で、図５
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の（ａ）は平面図、図５の（ｂ）は要部断面図を示している。また、図６は図５における
透過性基板の透過部と非透過部の形状を示した１／４切断平面図を示している。
【００５２】
　図４に示す時計２０は、ケース２１の内空部分に中枠２７を介して表示板３０とムーブ
メント２８をケース２１に固定し、更に、裏蓋２６をケース２１に固定して中枠２７を完
全に固定している。また、ムーブメント２８にはソーラーセル２９を固定しており、また
、ムーブメント２８から突出した指針軸に表示板３０の視認側から長針や短針などの指針
２４を取付けた構成をなしている。そして、風防２２をケース２１に固定して風防２２で
指針２４や表示板３０を覆った構成をなしている。また、図示はしていないが、バンドが
ケース２１に取付けられている。また、表示板３０には時字などの指標３９が取付けられ
て時計用表示板として用いられる。
【００５３】
　実施例１の表示板３０は、図５に示すように、視認側から透過性基板３１と反射型偏光
板３５を接着剤３８を介して貼付けた構成をなしている。透過性基板３１と反射型偏光板
３５の外周領域部を接着剤３８を介して貼付けている。また、透過性基板３１はその中心
部領域に貝からなる装飾部材３４を設けている。
【００５４】
　実施例１では、透過性基板３１は透明なポリカーボネイト樹脂を用いて射出成形方法で
形成している。上面３１ｂの中心部領域に凹部３１ｅを所要の大きさで形成し、その凹部
３１ｅの所に貝なる装飾部材３４を貼付けている。貝としてはアワビ貝や白蝶貝が用いら
れる。貝独特の光輝ある貝紋様が現れて高級感のする装飾が得られる。
【００５５】
　また、下面３１ｃには凹部と凸部からなる凹凸部３１ｄを設けている。この凹凸部３１
ｄの中で、凸部は透過部３２を形成しており、凹部は金属膜が設けられて、金属膜による
非透過部３３を形成している。この透過部３２は、図６に示すように、細長なる放射目状
の模様をなして、ほぼ同一角度間隔を持って複数設けられている。尚、図６において、中
心部の３１ａは中心穴で、表示板３０の指針取付用の中心穴３０ａに対応する穴である。
【００５６】
　透過部３２は所要の透過率が得られる面積を持って形成しており、実施例１においては
、開口率は４０～５０％の範囲内で設けている。また、透過部３２の細長の幅は１５０～
２００μｍの範囲に形成している。
【００５７】
　また、図示はしていないが、凹部の表面には艶消し目的で微小な凹凸状の模様を設けて
あり、実施例１では筋目なる放射目模様を設けている。放射目模様の筋目を付けて細長の
放射目模様の透過部３２を目立たなくしている。
【００５８】
　非透過部３３の金属膜は、実施例１においては、Ｐｄ金属での１０００～１５００Å厚
みの金属蒸着膜で形成している。非透過部３３からは艶消しされた白色系金属色調が視認
されるようになる。
【００５９】
　透過性基板３１の下面３１ｃの全面に金属膜を設けた後に、透過部３２の部分を研削加
工にて金属膜を除去することによって透過部３２と非透過部３３が設けられた透過性基板
３１が得られる。
【００６０】
　実施例１の反射型偏光板３５は、反射軸と透過容易軸を有して約５０％の光を透過し、
約５０％の光を反射する特性を持ち、シルバー色の反射光が現れる偏光板を用いている。
そして、この反射型偏光板３５の上面３５ｂ（透過性基板３１に対面している面）には、
非透過部３３に設けた模様と同じ模様の筋目なる放射目模様を設けている。透過性基板３
１と反射型偏光板３５が重なり合うと一体的な放射目模様として見えてくる。また、反射
型偏光板３７に放射目模様を設けると光拡散が起きて金属色調が薄らいでの白色色調が現
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れる。
【００６１】
　放射目模様を設けた反射型偏光板３５と放射目模様を設けてＰｄ金属膜を設けた透過性
基板３１と重なり合うと白色系なる同一色調の下で同一模様が重なり合って一体的に見え
てくる。また、透過部３２の放射目状の細長の幅が１５０～２００μｍの大きさがあるこ
とから、反射型偏光板３５の反射光によって透過部３２の形状輪郭が目立って目に視認そ
れるようになって、筋目なる放射目模様の中に透過部３２の模様が現れてきて、もの珍し
さのある模様が現れてくる。そして、表示板に装飾性が高められる。
【００６２】
　以上の構成をなした表示板３０にあっては、貝独特の光輝色彩のある貝の紋様色彩と、
筋目なる放射目模様を持っての艶消しされた白色調のＰｄ金属色彩が重なり合って高貴感
のある装飾が得られる。また、貝紋様と放射目模様を持ったＰｄ金属膜とに透過性基板３
１の透明層があることから貝紋様とＰｄ金属膜との間に立体感が現れてくる。また同時に
、放射目模様を持って艶消しされたＰｄ金属膜に奥深さが現れてくる。また、Ｐｄ金属膜
の放射目模様の凹凸、反射型偏光板３５の放射目模様の凹凸によって著しい拡散反射光が
現れて表示板が明るくなって模様や色彩が鮮明に視認されるようになる。そして、このよ
うな表示板を用いた時計においては、落着感のある金属感が得られ、そして、装飾性に富
んだ時計になって高級感が現れる。
【００６３】
　また、ソーラーセルからの濃紫色を持った反射光は拡散され、濃紫色は消し去られて視
認されなくなる。
【００６４】
　尚、実施例１においては、貝なる装飾部材３４を貼付けて装飾を施したが、貝に限らず
他の装飾部材を用いても良い。例えば、サファイヤ、オパール、ヒスイ、ルビーなどの貴
石や大理石などの石類、和紙、銀箔や金箔、ホログラムなどの装飾部材が挙げられる。ま
た、乾式メッキによるメッキ金属膜や、印刷によるインキ膜や塗装による塗料膜で装飾を
施すことも可能である。仕様に応じて適宜な装飾を施して装飾性を高めると良い。
【００６５】
　実施例１の時計はソーラーセル付きの時計であるが、ソーラーセルに代えてＥＬ（エレ
クトロルミネッセンス）を用いるとＥＬ付の時計になる。そして、暗所においてＥＬを発
光すると表示板が明るく照明される。実施例１の表示板をＥＬ用の表示板に用いると、Ｅ
Ｌの発光した光が透過性基板３１の透過部３２から光を透過して、非透過部３３の金属膜
の金属色彩や装飾部材３４の装飾色彩を明るく照明する。透過性基板３１の均一な間隔に
形成した透過部３２から出射するＥＬの光は拡散光が出射するので表示板３０の表面全体
を照明するようになって、明るく表示が視認される時計が得られる。また、明るい場所で
のＥＬの非点灯時においては、ＥＬは黄緑色から白色気味の色調をなしていることから、
反射型偏光板３５の白色系の色調に近く、且つ、ＥＬからの反射光は拡散することから、
殆どＥＬの存在は視認されない。
【実施例２】
【００６６】
　次に、本発明の実施例２の表示板について図７、図８を用いて説明する。図７は実施例
２に係る表示板の要部断面図を示しており、図８は図７における透過性基板の透過部と非
透過部の形状を示した１／４裁断平面図を示している。
【００６７】
　実施例２の表示板４０は、図７に示すように、視認側から透過性基板４１と反射型偏光
板４５を接着剤４８を介して貼付けた構成をなしている。透過性基板４１と反射型偏光板
４５の外周領域部を接着剤４８で貼付けている。
【００６８】
　実施例２の透過性基板４１は透明なポリカーボネイト樹脂を用いて射出成形方法で形成
している。上面４１ｂには凹凸模様４１ｆを設けており、実施例２においては、この凹凸
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模様４１ｆは格子状に設けている。ピッチが１００～２００μｍ、凹凸の高さが４０～６
０μｍの寸法で形成している。この凹凸模様４１ｆは特に格子模様に限るものではなく、
ストライプ模様、幾何学模様、ピアジカット模様などの模様を選択しても構わない。外観
的な装飾を付加するために設けている。
【００６９】
　透過性基板４１の下面４１ｃには凹部と凸部からなる凹凸部４１ｄを設けている。この
凹凸部４１ｄの中で、凸部は透過部４２を形成しており、凹部は金属膜が設けられて、金
属膜による非透過部４３を形成している。この透過部４２は、図８に示すように、細長な
るサークル模様状に設けている。また、この透過部４２は所要の透過率が得られる面積を
持って形成しており、実施例２においては、開口率は４０～５０％の範囲内で設けている
。尚、図８において、中心部の４１ａは中心穴で、表示板４０の指針取付用の中心穴に対
応する穴になっている。
【００７０】
　また、図示はしていないが、非透過部４３の凹部の表面には艶消し目的で微小な凹凸状
の模様を設けてあり、実施例２では筋目なる放射目模様を設けている。そして、放射目模
様上に金属膜を設けて非透過部４３を形成している。
【００７１】
　非透過部４３の金属膜は、実施例１と同様に、Ｐｄ金属での１０００～１５００Å厚み
の金属蒸着膜で形成している。非透過部４３からは艶消しのされた白色系金属色調が視認
されるようになる。
【００７２】
　実施例２の反射型偏光板４５は、反射軸と透過容易軸を有して約５０％の光を透過し、
約５０％の光を反射する特性を持ち、シルバー色の反射光が現れる偏光板を用いている。
そして、この反射型偏光板４５の上面４５ｂ（透過性基板４１に対面している面）には、
非透過部４３に設けた模様と同じ模様の筋目なる放射目模様を設けている。
【００７３】
　また、下面４５ｃにはサークル模様状に凹凸をなしたプリズムを設けている。このサー
クル模様のプリズムはピッチが約７０μｍ、凹凸の高さは４０～６０μｍ、プリズム角約
７０°の形状に形成している。このサークル状のプリズムはホットプレス法や切削加工方
法で形成することができる。ホットプレス法ではプリズムの転写形状を金型に形成し、金
型を加熱の下で反射型偏光板４５に加圧すると反射型偏光板４５にプリズム面が形成され
る。サークル状のプリズムはソーラーセルからの反射光を四方八方に分散させ、そしてま
た、その分散した分散光は上面４５ｂの放射目模様の凹凸で更に拡散される。この作用に
より、ソーラーセルの濃紫色は消し去られてしまう。実施例２においては、サークル模様
のプリズムを設けたが、渦巻模様のプリズムを設けても同様な効果を得る。また、ピアジ
カット模様のプリズムを設けてもそれに近い効果を得ることができる。
【００７４】
　以上の構成の表示板４０にあっては、放射目模様を設けた反射型偏光板４５と放射目模
様を設けてＰｄ金属膜を設けた透過性基板４１と重なり合うと同一模様をなしての白色系
の艶消しされた金属色調が現れる。落着感を感じさせる金属色調が得られる。
【００７５】
　また、透過性基板４１の上面４１ｂの凹凸模様４１ｆも視認されて装飾性の増した表示
板が得られる。また、上面４１ｂの凹凸模様４１ｆは非透過部４３からの拡散反射光、反
射型偏光板４５からの拡散反射光、ソーラーセルからの拡散透過光を分散させる作用も生
む。従って、ソーラーセルの濃紫色を消し去るのを助長する効果も生む。
【００７６】
　尚、上面４１ｂの凹凸模様４１ｆを保護するために透明な保護膜を設けることも可能で
ある。透明な保護膜を設ける場合は、透過性基板４１の屈折率と異なる屈折率の樹脂を選
択するのが好ましい。例えば、透過性基板４１にポリカーボネイト樹脂（屈折率１．５８
）を用いた場合には保護膜にアクリル樹脂（屈折率１．４９）を選択すると良い。屈折率
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が異なることにより凹凸模様４１ｆがはっきり視認できるようになる。
【実施例３】
【００７７】
　次に、実施例３の表示板について図９を用いて説明する。図９は実施例３に係る表示板
の要部断面図を示している。実施例３の表示板５０は、透過性基板５１と反射型偏光板５
５をその外周領域を接着剤５８を介して貼付けた構成をなしている。
【００７８】
　透過性基板５１はポリカーボネイト樹脂で形成しているが、その上面５１ｂに凹凸部５
１ｄを設けており、凸部はそのまま透過部５２を形成している。また、凹部は金属膜が設
けられて非透過部５３を形成している。また、図示はしていないが金属膜からなる非透過
部５３の表面は筋目なる放射目模様が設けられている。実施例３の透過部５２は前述の実
施形態での透過部と同様に格子模様に設けられている。また、非透過部５３の金属膜はＮ
ｉ金属膜を真空蒸着法で約５００Åの厚みに形成し、更に、その上に無電解メッキ法でＡ
ｕ金属膜を２～３μｍの厚みで形成している。そして、研削加工により透過部５２上のＡ
ｕ金属膜とＮｉ金属膜を除去した後、透過部５２と非透過部５３のＡｕ金属膜上に放射目
模様の筋目を形成している。尚、Ａｕ金属膜の金色調は薄い金色色調をなすもので、所謂
、ウス金と云われる金色色調のものである。
【００７９】
　また、この透過性基板５１には薄い橙色なる着色を施している。これは、反射型偏光板
５５を重ね合わせた時にＡｕ金属膜の色調と同じ色調を得るために調整用として着色を施
している。この着色は樹脂に顔料を混ぜ合わせてペレット化し、射出成形方法で形成する
。
【００８０】
　実施例３の反射型偏光板５５は透過率約５０％、反射率約５０％で、ゴールド色の反射
光が得られる偏光板を用いている。そして、上面５５ｂには透過性基板５１の上面５１ｂ
に設けた模様と同じの模様の放射目模様を設けている。反射型偏光板５５からの反射光か
らは僅かに金金属色調を伴った白色色調が現れる。
【００８１】
　以上の構成をなした表示板５０からは放射目模様をなして艶消しされた薄い金金属色調
が現れる。そして、貴金属感がして高級感の現れた表示板が得られる。
【００８２】
　また、ソーラーセルからの濃紫色は反射型偏光板５５の放射目模様の凹凸によって拡散
され、更に透過性基板５１の着色色調と混ざり合って消し去られ、視認されなくなる。
【００８３】
　尚、上記構成をなす表示板５０の透過性基板５１の表面に透明な保護膜を設けることも
可能である。透明な保護膜によって透過部５２やＡｕ金属膜の損傷を防止することができ
る。
【実施例４】
【００８４】
　次に、実施例４に係る本発明の表示板について図１０を用いて説明する。図１０は本発
明の実施例４に係る表示板の要部拡大断面図を示している。図１０より、実施例４の表示
板６０は透過性基板６１と透過性基板６１の下面側に配設した反射型偏光板６５とから構
成している。透過性基板６１はポリカーボネイト樹脂から形成していて、下面６１ｃに凹
凸部６１ｄを有している。凸部は透過部６２をなしており、凹部は深さが浅い部分と深い
部分の２段になっての段差を持った矩形形状の凹部形状をなしている。そして、深い部分
も浅い部分も同じ金属微粒子粉末入りの樹脂が埋め込まれていて、深い部分が透過性のな
い非透過部６３をなしている。また、浅い部分は透過性機能も持ち合わせた半透過部６４
をなしている。
【００８５】
　実施例４では、金色色調を出させるためにアクリル樹脂に金金属の微粒子粉末を配合し
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た塗料を用いて非透過部６３と半透過部６４を形成している。何れも凹部の深さによって
非透過部６３と半透過部６４を出現させており、非透過部６３は殆ど０の透過率をなして
おり、半透過部６４は３０～４０％の透過率をなしている。
【００８６】
　反射型偏光板６５の上面６５ｂにはかまぼこ形状の凸部をサークル状に設けている。こ
のサークル状のかまぼこ型凸部はホットプレス法で形成することができる。このような形
状を設けることにより、反射型偏光板６５を透過するソーラーセルからの反射光は分散し
て濃紫色は掻き消されてしまう。また、透過性基板６１を透過して反射型偏光板６５から
反射される反射光も分散して透過性基板６１に入射する。
【００８７】
　以上の構成をなした表示板６０は、半透過部６４の部位の所は金色の色調が薄く、且つ
、反射型偏光板６５からの反射光によって明るく現れる。つまり、色調は薄いが鮮やかな
金色色調が現れる。一方、非透過部６３の部位の所は鮮やかさには欠けるが濃い金色色調
が現れる。このように、半透過部６４と非透過部６３が有ることにより色調と明るさか僅
かに異なる２種類の色彩が得られる。また、半透過部６４と非透過部６３に段差を有する
ことにより２種類の色彩に立体感を伴って現れてくる。また、何れも金属感が現れる。半
透過部６４の色彩は設定する透過率によって自由に変えることができる。そして、金属色
彩の濃淡の違いにより模様の見え方に変化が生じ、よって、デザインバリエーションの拡
大を図ることができる。尚、半透過部６４の透過率は透過性基板６１の下面６１ｃの研削
量を調整することにより自由に調整することができる。
【００８８】
　実施例４では、金金属の微粒子粉末を樹脂に配合したものを用いたが、これは金属色調
の仕様に合わせて用いる金属の種類を選択すると良い。また、メタリック仕様の樹脂を用
いることで金属感を出すこともできる。また、金属色調に限らない場合は単なる着色樹脂
を用いても良い。
【００８９】
　また、実施例４においては、透過性基板６１は透過部６２、非透過部６３、半透過部６
４を設けたもので構成した。本発明においては、透過性基板を透過部と半透過部で構成し
ても良い。金属色調は薄れるが半透過部への反射光の透過によって色調の鮮やかさが得ら
れる。また、表示板全体に明るさも得られる。
【００９０】
　以上、実施例１～４をもって詳細に説明したが、この実施例は何れも反射型偏光板を１
つ用いたものを示している。反射型偏光板は、例えば２つ重ね合わせて用いることも可能
である。２個重ねた場合に双方の透過容易軸（または反射軸でも良い）を少し角度を振っ
てずらして重ね合わせると透過率は低下し反射率はアップする。透過率を更に低くしたい
場合などには２つ重ね合わせて使用するのも効果的である。
【００９１】
　また、実施例１～４は何れも時計用の表示板を用いて説明したが、これは時計用の表示
板に拘わらず他の表示板にも適用できる。例えば、バックライトを備えた車載用のメータ
などの表示板、バックライトを備えたパネル表示板などを挙げることができる。また、ソ
ーラーセルによって駆動する電子機器などにも適用できるものである。
【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】本発明の実施形態に係る表示板の平面図と要部断面図で、図１の（ａ）は平面図
、図１の（ｂ）は要部断面図である。
【図２】図１における透過性基板の下面側から見た部分拡大斜視図である。
【図３】図１における反射型偏光板の作用を説明する説明図である。
【図４】本発明の実施例１に係る表示板を用いた時計の要部断面図である。
【図５】図４における表示板の平面図と要部断面図で、図５の（ａ）は平面図、図５の（
ｂ）は要部断面図である。
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【図６】図５における透過性基板の透過部と非透過部の形状を示した１／４切断平面図で
ある。
【図７】本発明の実施例２に係る表示板の要部断面図である。
【図８】図７における透過性基板の透過部と非透過部の形状を示した１／４切断平面図で
ある。
【図９】本発明の実施例３に係る表示板の要部断面図である。
【図１０】本発明の実施例４に係る表示板の要部拡大断面図を示している。
【図１１】特許文献１に記載された文字板の要部拡大断面図である。
【符号の説明】
【００９３】
９、２９　　　ソーラーセル
１０、３０、４０、５０、６０　　　表示板
１１、３１、４１、５１、６１　　　透過性基板
１１ｂ、１５ｂ、３１ｂ、３５ｂ、４１ｂ、４５ｂ、５１ｂ、５５ｂ、６５ｂ　　　上面
１１ｃ、３１ｃ、４１ｃ、４５ｃ、６１ｃ　　　下面
１１ｄ、３１ｄ、４１ｄ、５１ｄ、６１ｄ　　　凹凸部
１２、３２、４２、５２、６２　　　透過部
１３、３３、４３、５３、６３　　　非透過部
１５、３５、４５、５５、６５　　　反射型偏光板
１８、３８、４８、５８　　　接着剤
２０　　　時計
２１　　　ケース
２２　　　風防
２４　　　指針
２６　　　裏蓋
２７　　　中枠
２８　　　ムーブメント
３１ｅ　　　凹部
３４　　　装飾部材
４１ｆ　　　凹凸模様
６４　　　半透過部
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              特開２００３－１１０１２９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１８９０１９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－２７５６８１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０４Ｂ　　１９／０６　　　　
              Ｇ０４Ｂ　　１９／３０
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